
 

 

さいたま市告示第１６３８号 

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規定により、大規模小売店舗の

廃止の届出があったので、その概要等を同条第６項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

平成３０年１２月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 届出の概要 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 ヤオコー大宮大成店 

所在地 さいたま市北区大成町四丁目４１６番１ 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

 名称 株式会社ヤオコー 

 代表者氏名 代表取締役 川野 澄人 

 住所 埼玉県川越市脇田本町１番地５ 

⑶ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計 

   １，９６６㎡ 

⑷ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計 

  ０㎡ 

⑸ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１０００平方メートル以下となる日 

   平成３０年９月３０日 

 ⑹ 変更する理由 

   閉店のため 

２ 届出年月日 

 平成３０年１１月３０日 

３ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課商業振興係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３６４ 

 


